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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第17期中間会計期間以前の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、当社株式は非上場であり、かつ、店頭登録もしていないため、期中平均株価の把握が困難であ

るため、記載しておりません。 

回次 第17期中 第18期中 第19期中 第17期 第18期 

会計期間 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
６月30日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
６月30日 

自平成18年 
１月１日 
至平成18年 
６月30日 

自平成16年 
１月１日 
至平成16年 
12月31日 

自平成17年 
１月１日 
至平成17年 
12月31日 

売上高 （千円） 1,693,884 1,768,292 2,148,403 3,606,961 3,847,639 

経常利益 （千円） 89,180 77,451 158,362 255,396 301,646 

中間（当期）純利益 （千円） 40,619 31,012 67,548 133,392 145,754 

持分法を適用した場

合の投資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） 105,400 269,800 274,360 258,400 273,600 

発行済株式総数 （株） 10,100 25,000 25,480 11,900 25,400 

純資産額 （千円） 478,582 995,547 1,148,858 977,435 1,117,889 

総資産額 （千円） 2,874,892 3,371,399 3,886,241 3,431,685 3,783,927 

１株当たり純資産額 （円） 47,384.36 39,821.90 45,088.62 82,137.40 44,011.39 

１株当たり中間（当

期）純利益金額 
（円） 4,021.72 1,282.67 2,654.83 12,302.60 5,900.06 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益金額 

（円） － 1,194.62 2,588.59 11,274.23 5,602.52 

１株当たり中間（年

間）配当額 
（円） － － － (3,000) (1,500) 

自己資本比率 （％） 16.6 29.5 29.6 28.5 29.5 

営業活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） 56,827 97,791 △58,218 451,192 628,816 

投資活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △260,719 △370,912 △417,821 △612,023 △712,366 

財務活動によるキャ

ッシュ・フロー 
（千円） △178,264 △49,504 241,000 76,792 26,505 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

（千円） 571,428 546,777 577,360 869,483 812,404 

従業員数 

（外、平均臨時雇用

者数） 

（人） 
354 

(15) 

291 

(10) 

307 

(23) 

282 

(14) 

269 

(12) 



４．当社は、関連会社がないため、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

５．従業員数は、就業人員数を表示しております。 

なお、ＦＣ事業に伴いＦＣに出向している従業員数は、平成16年12月中間期417名、平成16年12月期455名、

平成17年12月中間期600名、平成17年12月期598名、平成18年12月中間期702名であり、いずれも就業人員数

には含めておりません。 

６．平成16年３月１日付をもって株式１株につき５株の分割を行いました。 

なお、第17期中間会計期間の１株当たり中間純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しており

ます。 

７．平成17年２月18日付をもって株式１株につき２株の分割を行いました。 

なお、第18期中間会計期間の１株当たり中間純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計算しており

ます。 

  

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含

む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工は含み常用パートは除く。）

は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

なお、ＦＣ事業に伴いＦＣに出向している従業員数は、702名であり、就業人員数には含めておりません。 

  

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年６月30日現在

従業員数（人） 307 （23）  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間における我が国の経済は、資源高、米国経済の減速懸念等の対外的な不安定要因はあるものの、

企業業績、設備投資動向、個人消費支出いずれも堅調に推移し、小幅ながらも経済拡大局面が継続しました。 

  美容業界におきましては、選別消費の影響はあるものの、適切な営業施策の実施等の経営努力を行う美容室にと

っては、業績回復が期待できる状況となりました。 

  このような環境におきまして、当社では、店舗設備の充実による癒しの提供、カウンセリングを重視した接客に

より顧客満足度の向上を目指し、客単価の向上に取り組みました。営業施策として、デジタルパーマ等の新メニュ

ーを導入し、これらは客単価の上昇に寄与しました。 

 当中間会計期間における出店状況は、６店舗を出店、閉鎖店舗は無く、結果として６店舗の増加となりました。

 また、暖簾分けによる店舗展開を引き続き進め、その結果ＦＣ店は５店舗増加いたしました。当中間会計期間末

における店舗数は直営店が17店舗（うち、５店舗は業務委託店）、ＦＣ店が52店舗となっております。 

 この結果、当中間会計期間における業績は、売上高2,148百万円（前年同期比121.5％）、経常利益158百万円

（同204.5％）、中間純利益67百万円（同217.8％）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

   総資産は、前期末に比べ102百万円増加して3,886百万円となりました（前年同期比115.3％）。 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、特定融資枠契約（シンジケ

ーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約）に基づく借入金500百万円を調達し充当いたしまし

たが、積極的な店舗展開による有形固定資産の取得による支出、敷金・保証金の差入による支出等の要因により前

期末に比べ235百万円減少して577百万円となりました。（同105.6％）。 

 また、純資産は前期末に比べ30百万円増加して1,148百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は58百万円（前年同期比156百万円の減少）となりました。 

  その主な要因は、税引前当期純利益119百万円、減価償却費等162百万円となったものの、未払金及び未払費用の

減少額286百万円、加盟店未収入金の増加額43百万円等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は417百万円（前年同期比46百万円の増加）となりました。 

 その主な要因は、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出279百万円、敷金・保証金の差入による支出

137百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は241百万円（前年同期比290百万円の増加）となりました。 

 その主な要因は、特定融資枠契約（シンジケーション方式によるコミットメント期間付タームローン契約）に基

づく長期借入れによる収入500百円、長期借入金の返済による支出121百万円、割賦債務の返済による支出71百万

円、配当金の支払による支出37百万円、社債の償還による支出30百万円等があったことによるものであります。 



２【仕入及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間会計期間の仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は実際仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当中間会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、以下のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

直営事業 78,336 127.8 

ＦＣ事業 211,879 113.6 

合計 290,215 117.2 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

直営事業 975,353 135.7 

ＦＣ事業 1,173,049 111.8 

合計 2,148,403 121.5 



(3）店舗別売上（直営店舗） 

 当中間会計期間の店舗別売上（直営店）は、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、本部売上（教育講習等）は含まれておりません。 

   前中間会計期間     14,193千円 

   当中間会計期間     18,411千円 

   前事業年度         31,191千円 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

店舗別 金額（千円） 前年同期比（％） 

アッシュ渋谷店 105,891 94.5 

アッシュ国立店 74,774 102.1 

アッシュ西荻窪店  43,339 82.4 

アッシュ亀戸店  52,411 112.6 

アッシュ武蔵小金井店  50,218 107.3 

アッシュ中目黒店  46,496 121.5 

アッシュ立川店  61,041 206.8 

アッシュ池袋店  47,561 267.9 

アッシュ千歳烏山店  48,888 332.3 

アッシュ京王八王子店  69,464 ― 

アッシュ北千住店  41,279 ― 

ビーズ立川店  42,025 ― 

アッシュ阿佐ヶ谷店  66,992 ― 

東京都 計 （合計13店舗） 750,384 149.2 

アッシュ青葉台店 83,797 107.0 

アッシュ市ヶ尾店 52,260 125.6 

ビーズ戸塚店 5,100 ― 

神奈川県 計 （合計３店舗） 141,158 69.9 

アッシュ大宮店 65,399 ― 

埼玉県 計 （合計１店舗） 65,399 ― 

合計 956,942 135.8 



４．直営開店店舗及び開店日は以下のとおりです。 

  前中間会計期間 

   アッシュ立川店     平成17年４月８日開店  

   アッシュ池袋店     平成17年４月20日開店  

   アッシュ千歳烏山店   平成17年５月７日開店  

  当中間会計期間 

   ビーズ戸塚店      平成18年６月10日開店  

  前事業年度 

   アッシュ立川店     平成17年４月８日開店 

    アッシュ池袋店     平成17年４月20日開店 

    アッシュ千歳烏山店   平成17年５月７日開店 

    アッシュ京王八王子店  平成17年７月１日開店 

    アッシュ北千住店    平成17年８月27日開店 

    ビーズ立川店      平成17年10月23日開店 

    アッシュ大宮店     平成17年11月25日開店 

５．直営閉鎖店舗及び閉店日は以下のとおりです。 

  前中間会計期間 

   ビーズ八王子店     平成17年３月31日閉店     

  当中間会計期間 

   該当店舗なし     

  前事業年度 

   ビーズ八王子店     平成17年３月31日閉店     

６．営業形態変更店舗は以下のとおりです。 

  前中間会計期間 

   アッシュ戸塚店     平成17年４月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行     

  当中間会計期間 

   該当店舗なし     

  前事業年度 

   アッシュ戸塚店     平成17年４月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行     

   アッシュ元町店     平成17年７月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行     

   アッシュ仙川店     平成17年７月１日より直営店舗からＦＣ店舗へ移行     

   アッシュ青葉台店    平成17年11月１日より直営業務委託店舗へ移行     

   アッシュ市が尾店    平成17年11月１日より直営業務委託店舗へ移行     

   アッシュ阿佐ヶ谷店   平成17年12月１日よりＦＣ店舗から直営業務委託店舗へ移行     

３【対処すべき課題】 

 当社の提供サービスの中核は人であり、今後とも継続的に業績拡大を続けて行くためには、引き続いての人材教育

への積極的な取り組みと計画的な人材育成が重要な課題であると認識しております。 

 また、今後は持株会社として、グループ内経営資源の最適な配分・運用及び的確なグループ統治が求められており

ます。 



４【経営上の重要な契約等】 

(1) フランチャイズ契約 

 当社は、暖簾分け方式によるファミリーチェーンを展開し、当社及びチェーン加盟者の繁栄及び顧客への良質なサ

ービスの提供の実現を図ることを基本方針として、フランチャイズ契約（美容室アルテファミリーチェーン契約）を

締結しております。 

  その契約の概要は次のとおりであります。 

 当中間会計期間において、新たに締結したフランチャイズ契約は次のとおりであります。 

（2）業務委託契約 

暖簾分けのスピードアップを図ることを目的とし、直営店舗とＦＣ店舗の中間に位置する店舗運営形態として、業

務委託店を設置します。これは当該店舗の店長であった者を受託者として店舗の運営を委託するものであり、従いま

して受託者以外の当該店舗所属者は当社の従業員となります。 

その契約の概要は次のとおりであります。 

  

    なお、当中間会計期間において、新たに締結した業務委託契約は次のとおりであります。 

 （3）株式交換契約 

  平成18年２月22日開催の取締役会において、平成18年７月１日をもって、当社の商号を変更し、新設する子会社

に当社の営業の全部を承継し、当社を持株会社とする分社型新設会社分割を行う会社分割計画書と、平成18年７月

１日をもって持株会社と株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹという。）の株主との間で株式交

換を行い、同社を持株会社の完全子会社とする株式交換契約書を承認し、同日当社とＮＹＮＹとの間で株式交換契

約書を締結しております。 

 なお、当該契約の詳細につきましては、「第５経理の状況（重要な後発事象）」に記載しております。 

契約内容 
経営指導、材料及び商品販売、事務管理、広告宣伝、経理処理及び給与支払事務、衛生用

レンタルタオルの使用、店舗設備及び美容器具の貸与 

契約期間 契約日より5年間。ただし、期間満了6ヶ月前に特段の申し立てがない場合は更新とする。  

 ロイヤルティー等 

ファミリーチェーン加盟金 

店舗運営権譲渡の対価 

店舗設備及び美容器具の使用料 

施術売上総額の一定料率 

当社一括仕入による材料及び商品の販売 

当社一括支払による広告宣伝費及び衛生用レンタルタオル使用料に一定料率を加えたもの

当社が実施する教育研修への対価  

相手先名称 対象店舗名 契約締結日 

有限会社 トレゾワ アッシュ北浦和店  平成18年３月15日  

有限会社 ハイパー アッシュ西川口店  平成18年４月20日  

有限会社 フラッシュ アッシュ行徳店  平成18年４月20日  

有限会社 トレゾワ アッシュ銀座中央通り店   平成18年５月18日  

有限会社 チェルシィ アッシュ浦和店   平成18年６月15日  

有限会社 アテリア アッシュ十日市場店  平成18年６月29日  

契約内容 美容室の店舗運営を委託し、業務委託報酬を支払う。 

契約期間 契約日より５年間。 

業務委託報酬等 
受託者に対して、店舗売上高から売上原価及びＦＣ店のロイヤルティ等に相当する金員を控除

した金額を業務委託報酬として支払います。 

相手先名称 対象店舗名 契約締結日 

ホワイトレーベル 白井良樹     ビーズ戸塚店 平成18年６月１日 



５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、販売の増加を図るため６店舗の新設をいたしました。その設備の状況は以下のとおりであ

ります。 

 （注）１．営業形態欄のＦＣとはフランチャイズ店舗であります。 

２．フランチャイズ店舗の従業員数は、当社からの出向であります。なお、当社の就業人員数には含めておりま

せん。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について重要な変更はありませ

ん。 

(2）当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。 

 （注）１．投資金額には、敷金・保証金を含んでおります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事 業 所 名 
（所 在 地） 

営業形態 設備の内容 

帳簿価額（千円） 
従業員数 
（人） 

建物 器具備品 
土地 
(面積㎡) 

合計 

 アッシュ北浦和店 

（千葉県市川市） 
 ＦＣ 店舗設備 31,247 255 ― 31,503 11 

 アッシュ西川口店 

（埼玉県川口市） 
 ＦＣ  店舗設備  25,400 798 ― 26,199 13 

 アッシュ行徳店 

（千葉県市川市） 
 ＦＣ 店舗設備 49,603 1,213 ― 50,816 9 

 アッシュ銀座中央通り店 

（東京都中央区） 
 ＦＣ  店舗設備  37,500 2,127 ― 39,627 15 

 ビーズ戸塚店 

（横浜市戸塚区） 
 直営 店舗設備 28,000 699 ― 28,699 6 

 アッシュ浦和店 

（埼玉県さいたま市） 
 ＦＣ  店舗設備 24,000 931 ― 24,931 9 

事 業 所 名 所 在 地 設備の内容 

投 資 金 額 

資金調達方法

着手及び完了 完成後

の収容

能力 
総額 

（千円） 

既支払額 

（千円） 
着 手 完 了 

 アッシュ   

十日市場店 
横浜市緑区  店舗設備 63,427 8,400

 自己資金 

及び借入金 

平成18年 

6月  

平成18年 

7月  
 16席 

 エトゥーラ   

大泉学園店 
東京都練馬区  店舗設備 58,720 20,000

 自己資金 

及び借入金 

平成18年 

6月  

平成18年 

7月  
 16席 

 アッシュ   

たまプラーザ店 
横浜市青葉区  店舗設備 64,874 17,174

 自己資金 

及び借入金 

平成18年 

7月  

平成18年 

7月  
 22席 

 アッシュ・ゾッ

クス瑞江店 

東京都江戸川

区 
 店舗設備 70,390 16,800

 自己資金 

及び借入金 

平成18年 

7月  

平成18年 

8月  
 19席 

 アッシュ   

荏原町店 
東京都品川区  店舗設備 41,070 10,800

 自己資金 

及び借入金 

平成18年 

7月  

平成18年 

9月  
 13席 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

（平成15年3月28日定時株主総会決議） 

 （注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．時価を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は切上げる。 

株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切上げる。 

種    類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 80,800 

計 80,800 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年９月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 25,480 28,220 ジャスダック証券取引所 － 

計 25,480 28,220 － － 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年６月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年８月31日） 

新株予約権の数（個） 68 68 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 680 

（注）１ 

680 

（注）１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 
19,000 

（注）２ 

19,000 

（注）２ 

新株予約権の行使期間 
平成17年３月29日から 

平成25年３月28日まで 

平成17年３月29日から 

平成25年３月28日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    19,000 

資本組入額    9,500 

発行価格    19,000 

資本組入額    9,500 

新株予約権の行使の条件 （注）３ （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入

れその他一切の処分は認

められない。 

新株予約権の譲渡、質入

れその他一切の処分は認

められない。 

代用払込みに関する事項 ― ― 

  

既発行株式数＋

新規発行または

処分株式数 
×
１株当たり払込金

額または処分価額 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数 

１ 



３．新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権は、当社株券が日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引所に上場された場合に

限り、権利を行使することができる。 

② 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 

③ 新株予約権発行時において、当社の取締役または従業員であった者は、新株予約権行使時においても当

社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による

退任、定年退職その他正当な理由のある場合及び当社への貢献に鑑み当社取締役会が行使を認めた場合に

は、この限りでない。 

④ 新株予約権発行時において、当社の取締役または従業員であった者以外の者であった者は、新株予約権発

行の目的に鑑み、新株予約権行使時においても、当社との関係が新株予約権発行時と同様またはそれに準

ずると、当社取締役会が認め、かつ当該行使に係る新株予約権の数及び時期について当社取締役会の承認

を要する。 

⑤ 新株予約権者が死亡し、その相続人が、新株予約権を取得した場合は、当社の取締役会が認める場合に限

り、新株予約権を行使することができる。 

⑥ その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議ならびに新株予約権割当契約により定める。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

    （注）１．新株予約権の行使による増加であります。 

      ２．中間会計期間の末日後、平成18年７月１日の株式会社ニューヨーク・ニューヨークとの株式交換により、

新株式2,740株の発行を行い、資本金は50,000千円、資本準備金は76,304千円増加し、提出日現在の発行

済株式総数は28,220株、資本金は324,360千円、資本準備金は420,512千円であります。 

調整後払込価額＝調整前払込価額× 分割・併合の比率

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年３月23日 

（注)１  
80 25,480 760 274,360 760 344,208 



(4）【大株主の状況】 

  平成18年６月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

吉原 直樹 横浜市青葉区 10,880 42.70 

吉原 清香 横浜市青葉区 3,600 14.12 

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3 2,143 8.41 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 1,287 5.05 

エイチエスビーシーバンクピ

ーエルシーアカウントアトラ

ンティスジャパングロースフ

ァンド 

（常任代理人 香港上海銀行

東京支店） 

2 COPTHALL AVENUE,LONDON,EC2R 7DA UK 

  

  

(東京都中央区日本橋3-11-1) 

1,020 4.00 

鴻池 一郎  大阪府吹田市 770 3.02 

龍  岳男 東京都世田谷区 600 2.35 

小田 俊也 神奈川県鎌倉市 200 0.78 

米山  実 東京都大田区 200 0.78 

西江 陽一 横浜市磯子区 160 0.62 

計 － 20,860 81.86 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  平成18年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  25,480 25,480 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 25,480 － － 

総株主の議決権 － 25,480 － 

  平成18年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） 244,000 230,000 228,000 257,000 232,000 205,000 

最低（円） 181,000 195,000 194,000 210,000 198,000 180,000 



３【役員の状況】 

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 （1）新任役員 

 （2）退任役員 

 （注）上記３名は、平成18年７月１日付にて株式会社アッシュ取締役に就任しております。 

  

 （3）役員の異動 

 （注）１．専務取締役総合企画部長の小田俊也は、同日付で株式会社ニューヨーク・ニューヨーク監査役に就任

し、これを兼務しております。 

    ２．取締役企画室長の延吉晃は、同日付で株式会社アッシュ監査役に就任し、これを兼務しております。 

    ３．なお、代表取締役社長の吉原直樹は、当社における役員の異動はありませんが、平成18年７月１日付で

株式会社アッシュ取締役会長に就任し、これを兼務しております。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

就任年月日

取締役 －  吉村 栄義 昭和40年11月18日生

平成９年12月 有限会社ニューヨーク・ニュ

ーヨーク設立 代表取締役 

平成13年９月 有限会社ニューヨーク・ニュ

ーヨークを組織変更し株式会

社ニューヨーク・ニューヨー

ク設立 代表取締役（現任） 

平成15年３月 有限会社ニューヨーカー設立

取締役（現任） 

平成18年７月 当社取締役就任（現任） 

2,430 
平成18年 

 ７月１日

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 営業本部長 目黒  泉 平成18年６月30日 

取締役 営業２部長 米山  実 平成18年６月30日 

取締役 営業３部長 池田 敦志 平成18年６月30日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役副社長 ― 常務取締役 
管理本部長兼 

経理部長 
西江 陽一 平成18年７月１日

専務取締役 総合企画部長 専務取締役 ― 小田 俊也 
平成18年７月１日

（注）１ 

常務取締役 営業統括部長 取締役 店舗開発部長 猪羽 芳次 平成18年７月１日

取締役 企画室長  取締役 経営企画室長 延吉  晃 
平成18年７月１日

（注）２ 

取締役 総合管理部長 取締役 総務部長 石塚 正之 平成18年７月１日



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中

間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。 

  ただし、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし

書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年１月１日から平成17年６月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマ

ツにより中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

１．現金及び預金   566,788     597,376     832,418     

２．売掛金   9,067     14,643     16,295     

３．加盟店未収入金   209,675     251,112     207,745     

４．たな卸資産   23,555     28,414     33,135     

５．繰延税金資産   12,376     14,557     15,276     

６．その他   172,504     165,423     150,161     

流動資産合計     993,968 29.5   1,071,529 27.6   1,255,032 33.2 

Ⅱ 固定資産                     

１ 有形固定資産                     

(1）建物 ※1,2 1,340,775     1,619,925     1,462,641     

(2) 車両運搬具 ※１ 1,271     866     1,030     

(3）器具備品 ※１ 58,922     70,363     68,319     

(4）土地 ※２ 134,192     134,192     134,192     

(5）建設仮勘定   －     1,570     －     

有形固定資産合計     1,535,162     1,826,917     1,666,184   

２ 無形固定資産     14,008     19,575     15,054   

３ 投資その他の資産                     

(1）投資有価証券   32,000     32,000     32,000     

(2）敷金保証金 ※２ 657,903     828,070     705,436     

(3）繰延税金資産   34,439     15,186     13,341     

(4）その他   103,917     92,962     96,878     

投資その他の資産合
計 

    828,260     968,219     847,656   

固定資産合計     2,377,430 70.5   2,814,712 72.4   2,528,895 66.8 

資産合計     3,371,399 100.0   3,886,241 100.0   3,783,927 100.0 

                      

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年６月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年12月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

１．買掛金   62,412     64,023     96,383     

２．一年以内返済予定長
期借入金 

※２ 242,676     432,676     287,676     

３．一年以内償還予定社
債 

  60,000     60,000     60,000     

４．未払金   617,932     582,130     810,858     

５．未払法人税等   26,816     54,155     44,645     

６．その他 ※４ 64,496     104,973     72,683     

流動負債合計     1,074,333 31.9   1,297,959 33.4   1,372,247 36.3 

Ⅱ 固定負債                     

１．社債   120,000     60,000     90,000     

２．長期借入金 ※２ 942,714     1,310,038     1,076,376     

３．役員退職慰労引当金   49,643     －     －     

４．長期未払金   189,160     69,386     127,415     

固定負債合計     1,301,517 38.6   1,439,424 37.0   1,293,791 34.2 

負債合計     2,375,851 70.5   2,737,383 70.4   2,666,038 70.5 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     269,800 8.0   － －   273,600 7.2 

Ⅱ 資本剰余金                     

１．資本準備金   339,648     －     343,448     

資本剰余金合計     339,648 10.1   － －   343,448 9.1 

Ⅲ 利益剰余金                     

１．利益準備金   1,050     －     1,050     

２．中間（当期）未処分
利益 

  385,049     －     499,791     

利益剰余金合計     386,099 11.5   － －   500,841 13.2 

資本合計     995,547 29.5   － －   1,117,889 29.5 

負債資本合計     3,371,399 100.0   － －   3,783,927 100.0 

                      

 （純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

  １．資本金     － －   274,360 7.1   － － 

  ２．資本剰余金                     

    (1) 資本準備金   －     344,208     －     

    資本剰余金合計     － －   344,208 8.9   － － 

  ３．利益剰余金                     

  (1) 利益準備金   －     1,050     －     

  (2) その他利益剰余金                     

    繰越利益剰余金   －     529,240     －     

  利益剰余金合計     － －   530,290 13.6   － － 

   株主資本合計     － －   1,148,858 29.6   － － 

  純資産合計     － －   1,148,858 29.6   － － 

  負債純資産合計     － －   3,886,241 100.0   － － 



②【中間損益計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高     1,768,292 100.0   2,148,403 100.0   3,847,639 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,294,955 73.2   1,616,524 75.2   2,804,637 72.9 

売上総利益     473,337 26.8   531,878 24.8   1,043,002 27.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     350,575 19.8   357,753 16.7   693,051 18.0 

営業利益     122,762 6.9   174,125 8.1   349,950 9.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１   6,543 0.4   6,803 0.3   11,035 0.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２   51,853 2.9   22,566 1.0   59,340 1.5 

経常利益     77,451 4.4   158,362 7.4   301,646 7.8 

Ⅵ 特別利益     － －   2,275 0.1   55,243 1.4 

Ⅶ 特別損失 ※３   12,577 0.7   41,358 1.9   91,249 2.4 

税引前中間(当期)純利
益 

    64,873 3.7   119,278 5.6   265,639 6.9 

法人税、住民税及び事
業税 

  29,852     52,856     97,678     

法人税等調整額   4,008 33,861 1.9 △1,126 51,730 2.4 22,206 119,885 3.1 

中間(当期)純利益     31,012 1.8   67,548 3.1   145,754 3.8 

前期繰越利益     354,037     －     354,037   

中間(当期)未処分利益     385,049     －     499,791   

          



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年１月１日 至平成18年６月30日） 

 

株主資本 

  純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

 株主資本合計 

  資本準備金   利益準備金 

その他利益剰余
金 

繰越利益剰余金 

平成17年12月31日 残高（千円） 273,600 343,448 1,050 499,791 1,117,889 1,117,889 

中間会計期間中の変動額       

新株の発行（千円） 760 760     1,520 1,520 

剰余金の配当（千円）       △38,100 △38,100 △38,100 

中間純利益（千円）       67,548 67,548 67,548 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
760 760 － 29,448 30,968 30,968 

平成18年６月30日 残高（千円） 274,360 344,208 1,050 529,240 1,148,858 1,148,858 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税引前中間（当期）純利益   64,873 119,278 265,639 

減価償却費等   128,862 162,141 289,202 

役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少） 

  8,400 － △41,243 

受取利息及び受取配当金   △263 △378 △499 

支払利息   19,433 19,771 38,321 

為替差損益   78 △37 147 

有形固定資産除却損   7,865 33,511 7,865 

リース契約解約損   － － 45,548 

前期損益修正損   － － 1,204 

原状回復費用   － 1,400 － 

投資有価証券評価損   － 2,500 － 

売上債権の増減額（△は増加）   797 1,651 △6,430 

加盟店未収入金の増減額（△は増
加） 

  35,826 △43,367 37,756 

たな卸資産の増減額（△は増加）   △1,248 4,720 △10,828 

その他流動資産の増加額   △69,060 △16,423 △54,390 

仕入債務の増減額（△は減少）   △7,224 △32,360 26,746 

未払消費税等の増減額（△は減少）   △37,240 17,148 △40,038 

未払金及び未払費用の増減額(△は
減少) 

  12,148 △286,309 178,540 

その他流動負債の増加額   21,214 12,578 31,588 

小計   184,462 △4,173 769,131 

利息及び配当金の受取額   41 485 499 

利息の支払額   △17,870 △11,183 △21,975 

法人税等の支払額   △68,841 △43,346 △118,838 

営業活動によるキャッシュ・フロー   97,791 △58,218 628,816 

 



    

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 

（自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

定期預金の預入による支出   △2 △2 △4 

有形固定資産の取得による支出   △268,124 △279,744 △552,676 

無形固定資産の取得による支出   △4,985 △5,171 △7,370 

貸付金の回収による収入   1,378 1,390 2,615 

投資有価証券の取得による支出   △15,000 △2,500 △15,000 

保険積立金の積立による支出   △2,651 △2,794 △5,304 

敷金・保証金の差入による支出   △81,527 △137,869 △152,197 

敷金・保証金の返還による収入   － 8,870 17,571 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △370,912 △417,821 △712,366 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

長期借入れによる収入   200,000 500,000 500,000 

長期借入金の返済による支出   △121,338 △121,338 △242,676 

割賦債務の返済による支出   △85,671 △71,473 △165,826 

株式の発行による収入   22,800 1,520 30,400 

社債の償還による支出   △30,000 △30,000 △60,000 

配当金の支払額   △35,294 △37,708 △35,392 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △49,504 241,000 26,505 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   △81 △4 △35 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △322,706 △235,044 △57,078 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   869,483 812,404 869,483 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※１ 546,777 577,360 812,404 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

  

(1）その他有価証券 

(イ）時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

 （評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

(1）その他有価証券 

(イ）時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

 （評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

(1）その他有価証券 

(イ）時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法 

 （評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

  

  

(ロ）時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

(ロ）時価のないもの 

同左 

(ロ）時価のないもの 

同左 

  

  

  

(2）たな卸資産 

材料及び商品 

 月次総平均法による原価法

を採用しております。 

(2）たな卸資産 

同左 

  

(2）たな卸資産 

同左 

  

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 但し、平成10年４月１日以降

取得した建物（建物付属設備を

除く）については定額法によっ

ております。 

 なお、主要な耐用年数は以下

の通りであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

  

建物    ６年～40年 

器具備品  ３年～10年 

  

  

  

  

  

  

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

  

役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、当社内規に基づく中間期

末要支給額を計上しております。 

役員退職慰労引当金 

―――― 

役員退職慰労引当金 

―――― 

（追加情報） 

 従来、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、当社内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当

金に計上しておりましたが、平成

17年12月22日開催の取締役会にお

いて、同年10月末日をもって役員

退職慰労金内規を廃止するととも

に退職慰労金の支給を行わないこ

とを決議いたしました。これによ

り、同内規廃止日時点における役

員退職慰労引当金残高55,243千円

を全額取り崩し、特別利益に計上

しております。 

４．外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日   

   至 平成17年６月30日）  

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日   

   至 平成18年６月30日）  

前事業年度 

（自 平成17年１月１日   

  至 平成17年12月31日）  

――――――――― 

  

  

  

  

  

  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありませ

ん。       

――――――――― 

  

  

  

  

  

  

――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

 （貸借対照表「純資産の部」表示に関する会

計基準） 

  当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。なお従来の資

本の部の合計に相当する金額は1,148,858千円

であります。       

――――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  



表示方法の変更  

追加情報  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日  

  至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日  

  至 平成18年６月30日） 

 (中間貸借対照表） 

  「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）によ

り、証券取引法第２条第２項において、投資事業有限責任組合及びこれ

に類する組合への出資を有価証券とみなすこととされました。 

  これに伴い、前事業年度において投資その他の資産の「出資金」に含

めて表示していた当該出資の額（前事業年度末10,000千円）を当中間会

計期間より「投資有価証券」として表示しております。 

――――――――――― 

    

  

  

  

  

前中間会計期間 

（自 平成17年１月１日   

   至 平成17年６月30日）  

当中間会計期間 

（自 平成18年１月１日   

   至 平成18年６月30日）  

前事業年度 

（自 平成17年１月１日   

  至 平成17年12月31日）  

 （法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示の方法） 

  実務対応報告第12号「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（企業会計基準委員会平成

16年２月13日）が公表されたことに伴い、当中

間会計期間から同実務対応報告に基づき、法人

事業税の付加価値割及び資本割5,016千円を販

売費及び一般管理費として処理しております。 

――――――――― 

  

  

  

  

  

  

 （法人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示の方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（企業会計基準委員会平成

16年２月13日）が公表されたことに伴い、当事

業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業

税の付加価値割及び資本割10,830千円を販売費

及び一般管理費として処理しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

  824,029千円      1,050,422千円        978,909千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

 担保に供している資産は次のとおりで

あります。 

建物 268,841千円

土地 134,071千円

敷金保証金 39,030千円

計 441,942千円

建物      262,531千円

土地      134,071千円

敷金保証金       39,030千円

計      435,633千円

建物     265,686千円

土地      134,071千円

敷金保証金       39,030千円

計      438,788千円

 担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。  担保付債務は次のとおりであります。 

 なお、上記の建物及び土地について

は、根抵当権（極度額300,000千円）が

設定されております。 

長期借入金 

（一年以内返済分含む） 
856,440千円

 なお、上記の建物及び土地について

は、根抵当権（極度額300,000千円）が

設定されております。 

長期借入金 

（一年以内返済分含む）
1,176,600千円

 なお、上記の建物及び土地について

は、根抵当権（極度額300,000千円）が

設定されております。 

長期借入金 

（一年以内返済分含む） 
956,520千円

 ３. 偶発債務  ３. 偶発債務  ３. 偶発債務 

 債務保証 

 次の業務提携先企業について、金融機

関からの借入れに対し債務保証を行って

おります。 

 債務保証 

 次の業務提携先企業について、金融機

関からの借入れに対し債務保証を行って

おります。 

 債務保証 

 次の業務提携先企業について、金融機

関からの借入れに対し債務保証を行って

おります。 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

 ㈱ニューヨー

ク・ニューヨーク 
498,000借入債務 

保証先 
金額 

（千円）
内容 

 ㈱ニューヨー

ク・ニューヨーク
398,400借入債務 

保証先 
金額 

（千円） 
内容 

 ㈱ニューヨー

ク・ニューヨーク 
448,200借入債務 

※４．消費税等の取扱い ※４．消費税等の取扱い ※４．     ――――― 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

同左   

  ５． 

  当社は、事業資金の円滑な調達手段と

して、取引銀行３行と特定融資枠契約（ 

シンジケーション方式によるコミットメ

ント期間付タームローン契約）を締結し

ております。 

  この契約に基づく当中間会計期間末の

借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

   

貸出コミットメントの総額 

          1,000,000千円 

借入実行残高  

           200,000千円 

 ――――――――――――――――   

  差引額      800,000千円 

   

  ５． 

  当社は、事業資金の円滑な調達手段と

して、取引銀行３行と特定融資枠契約（ 

シンジケーション方式によるコミットメ

ント期間付タームローン契約）を締結し

ております。 

  この契約に基づく当中間会計期間末の

借入実行残高は次のとおりであり、コミ

ットメント期間は平成18年３月31日を期

限として終了いたしました。 

   

貸出コミットメントの総額 

          1,000,000千円 

借入実行残高  

          1,000,000千円 

 ――――――――――――――――   

  差引額       ―  千円 

   

  ５． 

  当社は、事業資金の円滑な調達手段と

して、取引銀行３行と特定融資枠契約（ 

シンジケーション方式によるコミットメ

ント期間付タームローン契約）を締結し

ております。 

  この契約に基づく当事業年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

   

貸出コミットメントの総額 

          1,000,000千円 

借入実行残高  

           500,000千円 

 ――――――――――――――――   

  差引額      500,000千円 

   



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   新株予約権の行使による増加  80株 

  

２．配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

  （2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

    該当事項はありません。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 238千円 受取利息    353千円 受取利息    472千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 18,493千円

社債利息 940千円

シンジケートローン 

手数料 

16,189千円

支払利息       19,230千円

社債利息    541千円

シンジケートローン

手数料 

      1,695千円

支払利息       36,723千円

社債利息      1,597千円

シンジケートローン 

手数料 

19,242千円

※３．    ――――――― ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．    ――――――― 

 ４．減価償却実施額 

        

   

       

 ４．減価償却実施額 

固定資産除却損      

   建物    27,450千円

   器具備品       6,061千円

 ４．減価償却実施額 

       

     

      

有形固定資産 123,114千円

無形固定資産 1,032千円

有形固定資産      154,125千円

無形固定資産      1,650千円

有形固定資産      276,681千円

無形固定資産    2,370千円

 
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 25,400 80 ― 25,480 

合計 25,400 80 ― 25,480 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年３月29日 

定時株主総会 
普通株式 38,100 1,500 平成17年12月31日 平成18年３月30日 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成17年12月31日現在）

（千円） （千円） （千円）

現金及び預金勘定 566,788 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△20,011 

現金及び現金同等物 546,777 

現金及び預金勘定 597,376 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△20,016 

現金及び現金同等物 577,360 

現金及び預金勘定 832,418 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
△20,013 

現金及び現金同等物 812,404 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

建物（造
作） 

3,880 3,880 ― 

器具備品 560,572 275,167 285,405 

合計 564,452 279,047 285,405 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

器具備品 445,587 181,675 263,912

ソフトウェ
ア 

33,701 15,301 18,399

合計 479,289 196,976 282,312

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

器具備品 592,777 345,597 247,180

ソフトウェ
ア 

33,701 11,931 21,769

合計 626,479 357,528 268,950

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 97,591千円

１年超 196,089千円

合計 293,680千円

１年内       89,868千円

１年超       198,309千円

合計        288,177千円

１年内        83,174千円

１年超        191,265千円

合計       274,439千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 64,505千円

減価償却費相当額 58,520千円

支払利息相当額 5,549千円

支払リース料       48,476千円

減価償却費相当額       44,872千円

支払利息相当額      4,093千円

支払リース料        170,769千円

減価償却費相当額        155,785千円

支払利息相当額       12,177千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

 同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。 

 同左 同左 

   （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

  



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日） 

 当社は、開示対象となる有価証券はありません。 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日） 

 当社は、開示対象となる有価証券はありません。 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自平成17年１月１日至平成17年６月30日）、当中間会計期間（自平成18年１月１日至平成18

年６月30日）及び前事業年度（自平成17年１月１日至平成17年12月31日） 

 当社は、該当事項はありません。 

  

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

中間貸借対照表計上額 
（千円） 

貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券       

（1）非上場株式 22,000 22,000 22,000 

（2）投資事業有限責

任組合出資金 
10,000 10,000 10,000 

   合計 32,000 32,000 32,000 



（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日） 

１株当たり純資産額 39,821円90銭

１株当たり中間純利

益金額 
1,282円67銭

 潜在株式調整後１

株当たり中間純利益

金額 

1,194円62銭

１株当たり純資産額    45,088円62銭

１株当たり中間純利

益金額 
     2,654円83銭

 潜在株式調整後１

株当たり中間純利益

金額 

     2,588円59銭

１株当たり純資産額  44,011円39銭

１株当たり当期純利

益金額 
   5,900円06銭

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利益

金額 

   5,602円52銭

 当社は、平成17年２月18日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。 

  

  

  当社は、平成17年２月18日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。 

  なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

  

前中間会計期間 前事業年度 

 1株当たり純資産額 
 1株当たり純資産

額 

 23,692円18銭   41,068円70銭 

 1株当たり中間純利

益金額 

 1株当たり当期純

利益金額 

 2,010円86銭 6,151円30銭 

なお、潜在株式調整

後１株当たり当期純

利益金額について

は、新株引受権付社

債を発行しておりま

すが、新株引受権の

残高がなく、当社株

式は非上場であり、

かつ店頭登録もして

いないため、期中平

均株価の把握が困難

であるため、記載し

ておりません。  

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利

益金額 

  

 5,637円12銭 

  

  

１株当たり純資産額  41,068円70銭

１株当たり当期純利

益金額 
   6,151円30銭

 潜在株式調整後１

株当たり当期純利益

金額 

   5,637円12銭



 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び、潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額       

中間（当期）純利益（千円） 31,012 67,548 145,754 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
31,012 67,548 145,754 

期中平均株式数（株） 24,178 25,444 24,704 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ― 

普通株式増加数（株） 618 651 1,312 

 （うち、ストックオプションに係る潜

在株式） 
(618) (651) (1,312) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

――――― ――――― ――――― 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年１月１日  至 平成17年６月30日）  

  該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日）  

  当社は、平成18年３月29日開催の定時株主総会において承認された会社分割計画書の決議内容に基づき、平成18

年７月１日付にて、分社型新設分割の方法により新設いたしました「株式会社アッシュ」に当社の営業の全部を承

継させるとともに、商号を「株式会社アルテ」から「株式会社アルテサロンホールディングス」へと変更し、持株

会社に移行いたしました。 

 また、同定時株主総会及び平成18年３月27日開催の株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹとい

う。）の定時株主総会において承認された株式交換契約書（平成18年２月22日締結）の決議内容に基づき、平成18

年７月１日付にて株式交換を実施することにより、ＮＹＮＹは株式会社アルテサロンホールディングスの完全子会

社となりました。 

  

（会社分割） 

①会社分割の日程 

平成18年７月１日 会社分割日 

平成18年７月３日 会社分割登記日 

②分割方式 

 平成18年７月１日を期して、当社を株式会社アルテ サロン ホールディングスに商号変更するとともに、現

在の当社の営業の全てを承継する新設会社株式会社アッシュを会社分割により新設する分社型新設会社分割で

す。 

③株式の割当 

 分割会社は本件分割に際し、新設会社が発行する普通株式1,960株全ての割当を受けます。 

④分割交付金 

 分割交付金の支払いはありません。 

⑤承継会社が承継する権利義務 

 新設会社は、美容室経営事業および美容フランチャイズチェーン運営事業に必要となる、別途分割計画書に

定める分割期日における当社の資産、負債および権利義務を承継いたしました。 

 なお、当社が新設会社に承継させた資産、負債の額は次のとおりであります。 

  

⑥新設会社の概要 

商号    株式会社アッシュ 

事業内容  美容室経営および美容フランチャイズチェーンの運営 

本社所在地 横浜市中区翁町一丁目４番１号 

資本金   98百万円 

⑦分割会社の概要 

商号    株式会社アルテ サロン ホールディングス 

事業内容  持株会社としての経営戦略の立案、経営執行の監督、ＩＲおよびこれらに付帯する業務 

本社所在地 横浜市中区翁町一丁目４番１号 

資本金   274百万円 

  流動資産 618,813千円 

 固定資産 ― 

 資産合計 618,813 

    

 流動負債 520,813 

 固定負債 ― 

 負債合計 520,813 

    

 差引正味財産 98,000 



（株式交換） 

①株式交換の日程 

平成18年７月１日 株式交換期日 

②株式交換の方法 

 旧商法第352条乃至旧商法第363条に定める方法によります。 

③株式交換比率 

 ＮＹＮＹ株式１株につきホールディングス株式１株を交付しました。 

④株式交換によるホールディングスが発行する新株式数 

 普通株式 2,740株 

⑤ホールディングスの増加すべき資本金および資本準備金の額 

 資本金    50百万円 

 資本準備金  76百万円（旧商法第288条ノ２第１項第２号に規定する超過額） 

⑥株式交換交付金 

 株式交換交付金の支払いはありません。 

⑦利益配当金 

 利益配当金の支払いはありません。 

⑧ＮＹＮＹの資産、負債の状況 

（平成18年６月30日現在） 

⑨ＮＹＮＹの概要 

商号    株式会社ニューヨーク・ニューヨーク 

事業内容  美容室の経営 

本社所在地 大阪府枚方市禁野本町一丁目18番４号 

資本金   72百万円  

 前事業年度（自 平成17年１月１日  至 平成17年12月31日） 

決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

 平成18年２月22日開催の取締役会において、平成18年７月１日をもって、当社の商号を変更し、新設する子

会社に当社の営業の全部を承継し、当社を持株会社とする分社型新設会社分割を行う会社分割計画書と、平成

18年７月１日をもって持株会社と株式会社ニューヨーク・ニューヨーク（以下、ＮＹＮＹという。）の株主と

の間で株式交換を行い、同社を持株会社の完全子会社とする株式交換契約書を承認し、同日当社とＮＹＮＹと

の間で株式交換契約書を締結しております。 

 なお、会社分割計画書は平成18年３月29日開催予定の当社定時株主総会の、株式交換契約書は同定時株主総

会及び、平成18年３月27日開催予定のＮＹＮＹの定時株主総会の特別決議をもって効力を発することとなりま

す。 

１．今回の経営統合の目的 

 当社は、主力ブランドである美容室「Ａｓｈ」を首都圏でのNo.1ブランドとすべく東京都・神奈川県を中

心に店舗をチェーン展開してまいりました。当社独自の暖簾分け、人材育成等のノウハウを活かし、顧客本

位の高品質なサービスの提供により、多くのお客様からの支持を勝ち得てきたものと考えております。 

 一方、事業展開を睨み、当社のノウハウの他地域への導入により、営業エリアの拡大を図ることも検討し

ておりました。そのための第一歩として、平成17年６月13日に関西圏に強固な営業基盤を有するＮＹＮＹと

「業務提携に関する基本合意書」を締結し、業務提携を進めてまいりました。 

  提携関係を深める過程において、今後更に相乗効果を発揮し、企業グループとしての経営効率を高めるた

めには、経営統合が最適であるとの結論に達し、協議を重ねた結果、今回の株式交換による経営統合を実施

することとなり、平成17年12月14日に経営統合に関する基本合意書を締結するに至りました。 

  流動資産 232,336千円 

 固定資産 647,059 

 資産合計 879,396 

    

 流動負債 330,684 

 固定負債 408,578 

 負債合計 739,262 

 資本合計 140,133 

 負債・資本合計 879,396 



  また、経営統合の実効性を高め、当社グループ内での事業ポートフォリオ、営業地域、経営責任等の明確

化を図り、機動的な事業展開、ブランド戦略の推進を実現するために、会社分割による持株会社への移行に

より、当社のグループ全体の管理・運営会社としての位置付けを明確にし、併せて当社の商号変更を行うも

のです。 

２．経営統合の内容 

 当社の事業を会社分割により100％子会社となる新設会社株式会社アッシュに承継し、当社を持株会社と

し、商号を株式会社アルテ サロン ホールディングス（以下、ホールディングスという。）に変更いたしま

す。その後に、ＮＹＮＹを株式交換により当社（持株会社）の100％子会社とするものです。 

（会社分割） 

①会社分割の日程 

平成18年２月22日 当社会社分割計画書承認取締役会 

平成18年３月29日 当社株主総会（予定） 

平成18年７月１日 会社分割日（予定） 

②分割方式 

 平成18年７月１日を期して、当社を株式会社アルテ サロン ホールディングスに商号変更するとともに、

現在の当社の営業の全てを承継する新設会社株式会社アッシュを会社分割により新設する分社型新設会社分

割です。 

③株式の割当 

 分割会社は本件分割に際し、新設会社が発行する普通株式1,960株全ての割当を受けます。 

④分割交付金 

 分割交付金の支払いはありません。 

⑤承継会社が承継する権利義務 

 新設会社は、美容室経営事業および美容フランチャイズチェーン運営事業に必要となる、別途分割計画書

に定める分割期日における当社の資産、負債および権利義務を承継いたします。 

⑥新設会社の概要 

商号    株式会社アッシュ 

事業内容  美容室経営および美容フランチャイズチェーンの運営 

本社所在地 横浜市中区翁町一丁目４番１号 

資本金   98百万円（予定） 

⑦分割会社の概要 

商号    株式会社アルテ サロン ホールディングス 

事業内容  持株会社としての経営戦略の立案、経営執行の監督、ＩＲおよびこれらに付帯する業務 

本社所在地 横浜市中区翁町一丁目４番１号 

資本金   273百万円（予定） 

（株式交換） 

①株式交換の日程 

平成18年２月17日 ＮＹＮＹ株式交換契約書承認取締役会 

平成18年２月22日 当社株式交換契約書承認取締役会および株式交換契約書の締結 

平成18年３月27日 ＮＹＮＹ株主総会（予定） 

平成18年３月29日 当社株主総会（予定） 

平成18年７月１日 株式交換期日（予定） 

②株式交換の方法 

 商法第352条乃至商法第363条に定める方法によります。 

③株式交換比率 

 ＮＹＮＹ株式１株につきホールディングス株式１株を交付する。 

④株式交換によるホールディングスが発行する新株式数 

 普通株式 2,740株 

⑤ホールディングスの増加すべき資本金および資本準備金の額 

 資本金    50百万円（予定） 

 資本準備金  商法第288条ノ２第１項第２号に規定する超過額 

⑥株式交換交付金 

 株式交換交付金の支払いはありません。 



⑦利益配当金 

 利益配当金の支払いはありません。 

⑧ＮＹＮＹの資産、負債の状況 

（平成17年12月31日現在） 

⑨ＮＹＮＹの概要 

商号    株式会社ニューヨーク・ニューヨーク 

事業内容  美容室の経営 

本社所在地 大阪府枚方市禁野本町一丁目18番４号 

資本金   72百万円  

  流動資産 209,475千円 

 固定資産 637,236 

 資産合計 846,711 

    

 流動負債 312,267 

 固定負債 386,105 

 負債合計 698,372 

 資本合計 148,339 

 負債・資本合計 846,711 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）臨時報告書の訂正報告書 

 平成17年12月14日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 

 平成18年２月22日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第18期）（自 平成17年１月１日 至 平成17年12月31日） 

 平成18年３月30日関東財務局長に提出。 

(3）臨時報告書 

   証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）

   の規定に基づく臨時報告書であります。 

 平成18年７月３日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成17年９月22日 

株式会社 アルテ       

  取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ   

  

指定社員

業務執行

社員 

  公認会計士 浅枝 芳隆  印 

  

指定社員

業務執行

社員 

  公認会計士 田村 稔郎  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アルテの平成17年１月１日から平成17年12月31日までの第18期事業年度の中間会計期間（平成17年１月１日から平成17

年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アルテの平成17年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年１月１日か

ら平成17年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（※） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書   

      平成18年９月25日 

株式会社 アルテ サロン ホールディングス     

  取締役会 御中   

  監査法人 トーマツ   

  

指定社員

業務執行

社員 

  公認会計士 浅枝 芳隆  印 

  

指定社員

業務執行

社員 

  公認会計士 三宅 秀夫  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アルテサロンホールディングス（旧社名：株式会社アルテ）の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第19期事

業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アルテサロンホールディングスの平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期

間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（※） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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